
分析結果等のチェック
基準による内容確認 

分析結果等のチェックの流れ 

統計センター 利用者 
（オンサイト利用） 

調査実施府省 

チェックシート 
による 

自己チェック 

・分析結果等のチェック  
 基準による内容確認 
 

・各調査の事情に 
 即した判断 

分析結果等が利用可能 
（利用者の研究室等） 

分析結果の 
チェック依頼 

専門家パネル 

修正・再申請依頼 

課題１ 
現行の持ち出し基準のほかに必要な項目は 

存在するか？ 
課題2 

世帯系調査にも集中度ルールを適用するか？ 
課題３ 

集中度ルール及び二次秘匿の審査は計算負荷が高い 
課題４ 

抽出率を考慮した度数閾値の適切な選択は可能か？ 

Ⅰ 

課題５ 
専門家の 

判断が必要とされる
基準は？ 

専門家の判
断が必要とみ
なされた場合 

分析結果等のチェック 
Ⅲ 

分析結果等の
チェック 

Ⅱ 

調査実施府省の承諾後、 
利用者にメール又は郵送 

疑 義 

修正・再申請依頼 

疑 義 

窓
口
課 

原
課 

調査実施府省から 
センターを通じて照会 

Τ-ARGUS（注１） 

二次秘匿、集中度ルール（注２）
に対して自動秘匿ツールである“τ-
ARGUS”を利用し、自ら秘匿措置
を講じる 

Τ-ARGUSによる審査 

資料３ 

 
・オランダ統計局がフリーウェアとして
提供している集計秘匿処理ツール。 
・二次秘匿や集中度ルールも適用可能。 
 
 
例１ （ｎ,k）ルール 
大きい方からｎ個の合計が、セル合計Xの
k％を超えている。 
x1＋x2＋…＋xｎ  ＞  ( k / 100)X 
 
例２ ｐ％ルール 
大きい方から２つのx1とx2を差し引いたセ 
ル合計Xが、最大値のp％未満である。 
(X -x2)-x1  ＜  ( p / 100) x1 

（注１）τ-ARGUS 

（注２）集中度ルール 
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